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別表（第５条関係）（令和７年度採択事業令和８年度分） 

 

１ 補助金の額 

 知事が補助事業者に交付する補助金の額は、補助対象経費の１０分の１０以内の額（１

千円未満の端数は切り捨て）または１申請あたり下表の補助限度額のいずれか低い額とす

る。本年度の支援期間は、交付決定日から令和９年３月３１日までとする。 

※毎年度交付申請を行うことが必要となる。知事は、プロジェクトの実施状況を考慮し、交

付の有無を決定する。 

 

募集分野 次世代モビリティ、最先端再生可能エネルギー、環境改善・資源循環の

技術分野から 1以上の最先端技術の開発を行うもの 

補助限度額 80,000千円 

 

２ 補助対象経費 

補助対象経費は、以下の条件に適合し、かつ 「補助対象経費一覧」に記載のものとする。  

条件 

（１） 申請書に記載した事業を実施するための直接的かつ必要最小限の経費 

（２） 支援期間内に契約、取得、実施、支払が完了する経費 

※ただし、やむを得ない事情等により、第７条による交付決定以前に事業

を開始する必要がある場合は、様式第１－２号による事前着手申請書に

必要な書類を添えて知事へ提出することにより、当該準備等に係る経費

が次年度の補助対象経費として認められる可能性がある。 

（３） 補助対象の使途、単価、規模等の確認が可能、かつ本事業に係るものと

して明確に区分できる経費 

（４） 財産取得に該当する場合は、申請者に所有権が帰属するものに関する経

費 

備考 
補助対象経費の算出にあたっては、事業完了後の実績額と大きな差額が生じな

いよう、実行可能性を十分に検討すること。 
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補助対象経費一覧 

 

経費区分 内 容 

機械・設備等費 補助事業に必要となる下記経費 

（１） 土木・建築工事費並びにこれらに付帯する電気工事等を行う

経費 

（２） 機械装置・その他備品の製作、購入または借用に関する経費 

（３） 機械装置の保守・改造・修理に必要な経費 

（４） 製品等の改良に直接使用する機械装置・工具器具のリース、

レンタル、購入、据付に要する経費 

 

【注意事項】 

ア 補助事業の成果物の中に組み込むものは、全て本区分で申請す

ること 

イ リース、レンタルの場合、支援期間内に賃貸借契約を締結した

ものに限り補助対象とする。 

ウ 割賦の場合、すべての支払いが支援期間内に終了するものに限

り補助対象とする。 

補助対象とならない経費の例 

（１） 既存機械設備等の改良や修繕等に係る経費 

（２） 中古品に係る経費 

（３） 本事業に使用しないものに係る経費 
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経費区分 内 容 

外注・委託費 （１） 補助事業者で直接実施することが困難、又は適当でないもの

について、外部の事業者等（大学・試験研究機関及び連携事

業者を含む。）へ委託する場合に要する経費 

［例：機械加工、設計委託、試験評価、検査・実験委託、デ

ザイン、市場調査委託、実証データ取得 等］ 

（２） 共同研究に要する経費 

自社以外の事業者、大学、試験研究機関等との共同研究を実

施する場合に要する経費 

（３） 専門家指導の受け入れに要する経費 

外部（専門家）から指導・助言の活用や、外部（専門家）に

相談を行う場合に要する経費 

［例：謝金、相談料、改良指導、技術文書作成の指導等］ 

【注意事項】 

実績報告時に外部からの指導・助言・相談の日報及びその内容がわ

かる報告書の提出が必要。 

（４） 試作品等の運搬委託に要する経費 

自社内で不可能な実証データを取得するために、必要な機械

装置等を試験実施場所等へ輸送する場合に要する経費 

（５） 顧客ニーズ調査に要する経費 

本事業の対象となる機器等に係る顧客のニーズを把握する

ために委託・外注により行う調査・分析に要する経費 

【注意事項】 

実績報告時に委託・外注先から納品された調査報告書の写しの提出

が必要。 

補助対象とならない経費の例 

（１） 本補助事業とは無関係の業務に係る経費 

（２） 本補助事業だけでなく、他の事業とも関連性のある業務に係

る経費 

 

３ 補助の対象とならない場合の例 

 補助対象経費に掲げる経費以外の費用はすべて対象外とする。 

（１）契約から支払までの一連の手続きが支援期間内に行われていない経費 

※ただし、やむを得ない事情等により、第７条による交付決定以前に事業を開始する必

要がある場合は、様式第１－２号による事前着手申請書に必要な書類を添えて知事へ提

出することにより、当該準備等に係る経費が次年度の補助対象経費として認められる可

能性がある。 

（２）補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費（完了時点で未使用の 
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購入原材料等を含む。） 

（３）交付決定後に実施する「完了検査」で対象外と判断された経費 

（４）補助金交付申請書に記載されていないものを購入した経費 

（５）補助事業の取引に係る書類が不足、又は不備（日付、押印、名称等）の経費 

※補助事業の取引に係る書類：見積書、契約書（又は注文書及び注文請書）、仕様書、 

納品書、請求書、振込控、領収書等の原本等 

（６）通常の業務・取引と混合、又は相殺して支払いが行われている経費 

（７）他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払われている経費（原則は 

振込払い） 

（８）間接経費（消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、家賃、光熱費、印紙代 

等） 

（９）資料収集業務、会議費、消耗品等の事務的経費 

（10）不動産の取得費 

（11）一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費 

（12）公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 


